
〒260-0021 
千葉県千葉市中央区新宿２－１－２０ 

結城野ビル６階 

電 話 ０４３（２４８）０５０１ 

ＦＡＸ ０４３（２４７）８４３５ 

Email: info@omori-kaikei.co.jp 

大森税理士事務所 

対話形式の簡単な質問にお答えいただくだけでおおよその目安がわかります 

新規のお客様・・・・・・・・・・・・・５０，０００円 

顧問契約のお客様・・・・・・・・・・・１０，０００円 

元気フォーラム会員様・・・・・・・・・無料 

社外内部役員を目指し問題を共に解決します 

  社長と会社は一心同体！！   

    将来を一緒にかんがえましょう 

元々「法人」と「個人（社長）」とは一体であり、どちらか一方だけでは決して解決できない問題があります。社長が会社を引

退したあとにいくら資金（生活費）が必要かをシミュレーションすることで今取っている役員報酬が適正なのか？診断します。節税だといって会

社に利益を残さずすべて役員報酬で取ってしまってはいませんか？次の世代に会社を残していくためには会社と社長個人を一体として考え

問題解決を図る必要があります。 また将来の相続税はいくらかかるのか資金手当は出来ているのか将来のために今から準備を始めましょう!! 

ハッピーリタイア計画（ C A P ) 


